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認 定 機 関 厚生労働省 

認 定 日 令和６年３月１日 

内 容 女性活躍推進法に基づいた行動計画を策定し、目標を達

成し、女性の活動推進に関する取り組みが優良な企業を

「えるぼし認定企業」として認定する制度。採用・継続

就業・労働時間・管理職比率・多様なキャリアコースの

5 項目中、4 項基準を満たし、認定段階 2 の認定を取得

した。 

 認 定 機 関 厚生労働省 

認 定 日 令和５年 10 月 24 日 

内 容 次世代育成支援対策推進法に基づいた行動計画を策定

し、目標を達成するなどの要件を満たした企業を「子育

てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度。

くるみん認定企業のうち、より高い水準の取り組みの実

施。女性育児休業取得者が％以上、男性育児休業取得率

100％、男性育児休業者取得者 84％誕生など。第 3 期

行動計画の実績でプラチナくるみん認定を取得した。 

 

認 定 機 関 厚生労働省 

認 定 日 令和３年 12 月 24 日 

内 容 障害者の雇用の促進及び安定に関する取り組みの実施

状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する

制度。認定基準 50 点中 20 点以上の獲得、法定雇用

率以上の雇用など。  

 

認 定 機 関 厚生労働省 

認 定 日 平成 30 年 3 月 4 日 

内 容 若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況な

どが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度。直

近 3 事業年度新卒者の離職率 20％以下、年休取得率平

均 70％以上又は平均 10 日以上など。  

 

認 定 機 関 全国社会保険労務士連合会 

認 定 日 令和 4 年 3 月 8 日 

内 容 就業規則等の関連規程の整備状況や労働時間管理、休

憩、休日、労使協定等、所定の項目について社会保険労

務士の確認を受け、経営労務診断基準に基づき適正と認

められました。 

～ 各 種 認 定 ～ 
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事業の総括  

昨年，国内では，労働人口の減少進行 エネルギーや食糧等物価の高騰への対応  

人件費の引上げ要請等々，大きな経営環境の変化がありました。 

  当法人も，令和 6 年度報酬改定と基準法改正のなかで，既存の支援システムを改善進化，地

域の福祉ニーズに応えつつ，環境変化を乗り越えるか を重要な課題としました。 

結果，経営は概ね安定基調を維持したほか，各事業部門において支援システムの改善を図り， 

修繕費，老朽設備の更新，固定資産取得等の臨時出費あったものの，一定の収支差を生んだ。 

 

１．推進した事項 

① 報酬改定および各基準法改正への対応 

〇 支援システム改善推進＝ 物価高騰対策助成・処遇改善手当・その他の助成受給 

〇 利用率の改善向上＝ 複雑困難な支援ニーズへの対応  職務能力の考課 

〇 共生社会推進の主体活動＝ 医療・福祉・地域団体等との連携推進 

② 人材確保の推進 

〇 働き方改革＝ 事務の効率化 週 40 時間労働週休 3 日制の試行実施 

〇 労働環境の整備＝ 技能給制の導入 多様性の尊重 内外研修の実施 

〇 特定技能外国人およびシニア求職者の雇用 

③ 物価高騰および人件費改善対策 

 〇 処遇改善加算・物価高騰対策等助成金の受給体制整備 

 〇 法人財源の調整 

 

２．結果は，決算概要にて報告します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 敬天会 

経営理念 

あなたの人権と尊厳を大切にします 

誰もが支え合う地域の力となれるよう努めます 

あたたかい社会づくりに努力と研鑽を続けます 

活力と透明性のある経営を目指します 
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Ⅰ 法人本部及び総務課 

１ 推進目標 ～令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定への対応及び法人経営の安定化とご利 

用者満足，職員処遇の向上に向けて～ 

（１）令和６年 2 月 6 日に令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が示され，障害分野 

においては，+1.12％の報酬改定としていたが，敬天会の主な事業所においては令和 5 年度 

の体制のまま移行した場合に前回改定時同様に減収となるため，継続的な事業運営ができる 

よう改定内容を精査し，サービス提供体制の見直しを推進する。 

推進目標（１）に対する評価  

公表された改定内容を精査し，サービス管理責任者を中心にどのサービスが影響を受ける

かを分析し，適用可能な加算を最大限取得できるよう勉強会を重ねた。 

令和 6 年度報酬改定により新設された加算・新しい基準区分が追加された加算を活用し，職

員の給与や福利厚生の向上に努めた。 

・人員配置体制加算 1.5：1/さちかぜ・たたえ 

・サービス提供時間帯変更/たたえ 

・強度行動障害支援加算算定内容変更/さちかぜ・たたえ・GH 晴町 

・定員変更４０名/kakeru 

・医療連携体制加算Ⅳ/ぺんぎん 

・専門的支援実施加算/ぺんぎん 

・自立サポート加算（放課後等デイサービスのみ）/くじら 

・喀痰吸引等実施加算/たたえ 

・物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱水 費）の見直し    

＜基準費用額 54,000 円 ⇒ 55,500 円〉に合わせ，障害者支援施設さちかぜでは光熱費

2,500 円から 4,000 円へ引き上げを行った。 

 

（２）ご利用者本位の質の高い福祉サービスの提供が求められることから，サービス提供の根幹 

である福祉人材の確保・育成・定着が極めて重要と捉える。 

働く職員の賃金水準の引き上げや福利厚生など職員処遇の改善や向上に引き続き努め，人 

材育成計画及び職場内研修年間計画などにより福祉人材を育成し，サービス提供の質の向上 

と定着を図る。介護・福祉施設やそこで働く職員の魅力を外部へ発信し，職業価値を高めら 

れるよう取り組みを推進する。 

推進目標（２）に対する評価 

全体的な業務の質を向上させ，職務を適切に遂行できている職員がより高い給与水準とな

るよう，人事考課シート及び処遇に関する手当の見直しを行った。（詳細は「取り組み事項

（２）」参照） 

また，職員の専門性向上とサービスの質の強化を目的に，内部研修を充実させた。職員が

講師を務める内部研修では，全職員対象の基礎研修に加え，以下の内容を重点的に実施し，

人材育成の強化を図った。 

①意思決定支援について自分自身の状態を安定させ，高いパフォーマンスを発揮するために

自己理解を深めるためのふりかえりワークショップを実施。 

②個別支援計画作成研修（サビ管・児発管向け）では，個別支援計画の基本的な考え方を深

め，適切な作成プロセスや重要なポイントを学ぶことで，現場のサービス提供に効果的に

反映できるスキルを習得する勉強会を実施。 
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（３）生まれてから人生の最期まで，ご利用者の人生を包括的に支援するため障害福祉サービス 

の提供体制を整えており，福祉サービスの充実さは県内でも数少ない法人の一つ。 

地域のセーフティネットであり続けるために，多様化・複雑化する地域ニーズを敏感に 

捉え，地域社会を守り抜く対応を推進する。 

推進目標（３）に対する評価 

①短期入所の受け入れ（障害者支援施設さちかぜ） 

・5 月: 保護者の急な入院により，20 代男性を約 3 ヶ月間受け入れ（特例措置） 

・6 月: 姶良市からの要請を受け，女性を 1 週間受け入れ 

異なる福祉サービスを同じ法人内で提供できることにより，包括的な支援体制の充実が図

られている。これは大きな強みとなる。状況に応じて適切なサービスへスムーズに移行でき

るため，安心して利用できる体制が整っている。 

②看取り支援（共生型地域自立支援センターたたえ） 

・9 月: 生活保護受給されていた身寄りのない男性が亡くなられた際，姶良市と密に連携し， 

看取り支援から葬儀までの支援を実施。 

生前に献体を希望され鹿児島大学白菊会会員に登録されていたことを踏まえ，姶良市「身

寄りない方の支援のあり方ガイドライン」に沿って，諸手続きを進めた。 

 

２ 取り組み事項 

（１）報酬改定への対応 

報酬改定の概要が示されたものの，詳細な点は県へ問い合わせても確認ができない状況 

にあるため，加算に該当するのかどうかなど未だ不明な点も多い。 

経営環境が厳しい中でも改定内容に合わせた変化と対応が求められており，サービス毎 

の基本報酬や加算，また，基準等を精査しながら改定内容に合わせた運営を行い，事業継 

続や発展に必要な事業収入を確保する。 

取り組み事項（１）に対する評価 

・推進目標（１）に対する評価参照。 

その他，報酬改定内容の通知から報酬請求までの期間が短いことにより，改定内容の解

釈や請求内容の根拠等が浸透しないまま報酬請求を行うため，報酬の返戻やこれまで取得

していた加算が取得できなくなるといったことが起こる。予算の執行や事業計画が進んで

いる中で年度途中でこのようなことが起こる状況は経営の大きなリスクであるため，最小

限に抑えなければならない。 

 

（２）人事考課シート見直しと賃金改善 

求められている役割や職務を適切に遂行できている職員に対して，評価をもとに，よ 

り手厚い手当を支給することでモチベーションの維持や向上を促し，支援の質の向上や 

事業所の成長や発展に繋げる。評価は夏季・冬季賞与時に実施，昇給にも反映する。 

また，昨年度に引き続き物価高騰対策手当を 1 年間延長して支給，敬天会で働く職員 

の生活を守り，所得水準を引き上げる。 

・物価高騰対策手当 1 年間支給延長 月額 10,000 円 

・職 務 技 能 手 当 最大月額 30,000 円 

・サビ管児発管手当 最大月額 20,000 円 

・管理職/役職手当 役割等級に応じて+5％ 

    ・夏 季 冬 季 賞 与 年平均 3.5 ヵ月分→3.7 ヵ月分 最大年間 5.2 ヵ月分 
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取り組み事項（２）に対する評価 

推進目標に基づき，求められる役割や職務を明確に示し，評価につながる仕組みとなるよ

う人事考課シートの見直しを実施した。導入後初の 6 月の評価では，経験のなかった評価項

目について統一基準（0～5 段階中 3 評価〈標準／ほぼ期待通り〉）を設定し，経験を積む意

識と行動を促すよう周知した。しかし，目標を意識した行動に結びつかず，自己評価を含め

評価が下がる結果となった。 

平均年収・賞与推移 

・平均年収: 令和 5 年 4,126,225 円 → 令和 6 年 4,140,517 円 

・平均賞与: 令和 5 年  821,833 円 → 令和 6 年  836,463 円 

新基準の導入により，職員の自己評価が下がる傾向が見られた点については，目的意識の

醸成が十分ではなかった可能性がある。職員が自己成長を意識し，行動を変えるためには，

評価の透明性を高めるだけでなく，研修やフィードバックの強化が求められる。評価制度の

導入直後に一定の混乱を招いたものの，賞与や給与が増加していることから，職員の待遇改

善は進んでいる。しかし，制度が浸透し，実際の職務行動に反映されるまでには，時間がか

かることが予想される。今後，評価の運用方法を再調整し，職員の自己成長を促す仕組み作

りが重要となる。 

 

 

 

 （３）多様な人材の受け入れ 

令和５年度に続きフィリピン人の労働者を３名（さちかぜ１名/たたえ２名）雇用す

る。人材不足が本格化していく中でも，多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材

で対応していくために，学歴，年齢，経験，国籍など問わず，多様な人材を受け入れ

る。また，定着を図るため仕事や生活面，障害や病気等の両立についてフォローアップ

体制を強化していく。全ての職員が安心・安全に働き，能力を発揮できる職場環境・職

場内制度の整備に努める。 

取り組み事項（３）に対する評価 

令和 6 年度の新規採用者は 28 名であり，3 月末時点の在職者数は 167 名である。外

国籍の職員には，就業規則・給与規程の翻訳版を配布し，職場のルールを理解しやすい環

境づくりに努めた。 

近年，仕事との両立が困難になるような大病を患う事例が続いているが，雇用の意向を

尊重し，業務の見直しや雇用形態の変更を行った。また，法人が職員に対して独自で掛け

0% 1%
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40%

27%
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ている業務災害総合保険の申請など福利厚生を活用し，現在も継続して就労できる体制を

整えている。 

障害者雇用については，法定雇用率 2.5％を大きく上回る 13.7％（2025 年 6 月 1 日

時点）を達成している。障害特性に応じた作業指示書の作成や，掃除・食器洗浄などの職

種を新たに設け，環境整備を進めており，雇用の定着が図れている。 

これらの取り組みが評価され，令和 6 年度「障害者雇用優良事業所理事長努力賞」を受

賞した。また，団体の研修会で「外国人雇用について」事例発表したことや，県内の同業

者から視察を受け入れ，法人の取り組みを広く共有した。 

 

（４）「健康経営優良法人認定」に向けた取り組み 

     毎年の定期健康診断や腰痛検査等をはじめ任意検診の費用補助など，職員の健康管理に 

ついて法令以上の対応を行い，病気の予防や早期発見に努めているが，定期健康診断の結 

果，再診者数が多く，また，再診の受診が任意であるため，再診受診者の数が少ない状況 

にある。 

結果として，病気が理由でこれまでどおり働けなくなることや退職に至るケースがあり   

課題となっている。 

健康経営宣言や基本方針を定め，健康管理体制の強化と研修等をとおして，健康に対す 

る知識を高めて健康にいきいきと働き続けられる職場環境づくりを推進する。 

 

 ①直近３年定期健康診断受診状況 

実施年度 検診受診者数 再診者数 再診受診者数 

令和 6 年度 157 80 78 

令和 5 年度 134 66 23 

令和 4 年度 137 87 23 

 ②再診項目数順位 

年度

順位 

令和 6 年度 令和 5 年度 令和 4 年度 

項目 人 項目 人 項目 人 

1 位 脂質異常症 29 肝機能障害の疑い 21 肝機能障害の疑い 35 

2 位 糖尿病の疑い 17 
糖尿病の疑い 15 

15 
脂質異常症 19 

脂質異常症 

3 位 白血球増多 16 白血球増多 12 糖尿病の疑い 18 

 

「健康経営優良法人認定制度」は，経済産業省が健康経営に取り組む優良な法人を見 

える化し，職員や休職者などから「職員の健康管理を経営的な視点で考え，戦略的に取り 

組んでいる法人」として社会的に評価を受ける環境を整備することを目指しています。 

健康経営優良法人に認定されると，職員の健康管理に対する取り組みが認められ，下記ロ

ゴマークの使用が可能となります。 
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取り組み事項（４）に対する評価 

健康診断の再診受診率を向上させるため，対象者に受診期限を文書で通知し，各事業所

では役職者が積極的に受診を促した。その結果，受診率は 97.5%に達し，改善が見られた。 

また，健康経営の基本方針に沿い，健康の三原則（食事・運動・睡眠）を軸にした座学お

よび体験型ワークを実施しました。令和 6 年度は，職員が研修担当者となり，ふりかえり

ワークショップを行ったほか，外部講師として 公益社団法人いちょうの樹メンタルホスピ

ス鹿児島様 にご協力いただき，役職者向け研修と従業員向け研修を実施しました。 

研修前・研修後・3 か月後にアンケートを実施し，ストレス反応の変化を分析したとこ

ろ，研修後はストレス反応が大きく軽減したものの，3 か月後には研修前と同程度の状態

に戻る傾向が見られました。これを受け，セルフケアを習慣化できるよう継続的なサポー

トを予定している。 

 

 

（５）ユースエール認定・えるぼし認定の更新及びプラチナくるみんプラス認定に向けた取り組み 

厚生労働大臣が認定する，ユースエール認定が７期目の更新を迎える。また，プラチナ

くるみん認定等企業のうち，不妊治療と仕事との両立に関する取り組みが一定の要件を満

たした場合に，「プラス認定」を受ける事ができるため，令和７年度の認定取得を目指し，

計画的に取り組む。令和５年度，女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業としてえ

るぼし認定（２段階目）を取得。今年度は３段階目を目指し認定申請を行う。 

社労士診断認証制度である経営労務診断適合企業の認証取得から２年経過した。外国人

労働者の採用や，障害者雇用の増加により，職場環境や法人内制度が変化したことから，

関係する諸規程が法令遵守されているか，社会保険労務士の確認を定期的に受ける。 

 

 

  

取り組み事項（５）に対する評価 

①ユースエール認定について 

令和６年度に申請した令和５年度実績分のユースエール認定について，新規採用者の離

職率が２０％以下の基準を満たすことができなかったため，特例申請による継続申請を行

った。当法人は，雇用促進に積極的に取り組んでいるものの，新卒者の離職率が上昇傾向

にあり，定着支援の強化が求められている。しかし，企業の努力だけでは解決が難しく，

求職者の意識や社会環境の変化も大きく影響していると考えられる。そのため，離職率の

改善には，教育機関との連携強化が必要であると認識している。 

②プラチナくるみん認定・えるぼし認定について 
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次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画に沿っ

て，就業規則や制度の周知，実績の公表を実施した。予定どおり，今年５月に「プラス認

定」を申請した。令和６年１１月には「鹿児島県女性活躍推進優良企業知事表彰」を受賞

し，「職場におけるジェンダー平等推進フォーラム」にて事例発表した。 

③ もにす認定について 

「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用優良事業所理事長努力

賞」受賞した。 

 

 

（６）業務継続計画（BCP） 

    令和６年度から，障害福祉サービス事業所に対してＢＣＰの作成が義務付けられた。 

大規模震災や水害などの自然災害が発生した際，障害福祉サービスの事業継続，業務継 

続が遂行できるよう体制を整える。策定した事業継続計画，業務継続計画の周知，定期 

的な計画の見直しを行っていく。 

      

取り組み事項（６）に対する評価 

法人，各事業所の自然災害発生時における事業継続計画（BCP），感染症対策指針・感

染対策マニュアル・感染症発生時における業務継続計画（BCP）完成し，令和６年度は

年３回研修を実施し，56 名が受講した。サクラボ視聴等を各事業所においても研修を実

施している。 

※詳細は 4. 事業継続計画参照 

 

（７）SDGｓ（エスディージーズ：持続可能な開発目標）への関りと外部への発信 

    鹿児島県内の高校生と企業が地域の課題を協働で探究する，探究学習サポート事業「な

いごて研究」へ参加し，地域に根差し探究学習を応援，また法人の事業内容や取り組み

や地域の魅力を伝えることで，地元で働くイメージや福祉へ興味を持ってもらい，将来

的な地域活性化への貢献に繋げる。 

     地元中・高校生，特別支援学校等からの職場体験，介護実習の受け入れや，学校や地

域で開催される諸研修等から依頼がある際は，講師を積極的に派遣する。 

     地域の資源として活用していただけるよう引き継ぎ，会議室や物品等の貸出や福祉の

担い手つくりのため，介護職員実務者研修の会場として提供する。 

     鹿児島県女性活躍推進会議の下部組織である女性ワーキンググループの任期が令和 6

年度に迎える。女性が活躍できる社会つくりに貢献するため，法人内の取り組みを積極

的に外部発信するとともに，地域連携を含む活動に取り組む。 

    

取り組み事項（７）に対する評価 

①ないごて探究 

１0 月に開催された「ないごて探究 CAMP」に，当法人から 3 名，大口明光学園・川

辺高校の生徒 5 名が Zoom で参加した。 

今回の活動では，「障害」についての理解を深めることを目的とした。障害は決して特

別なものではなく，誰にでも起こり得るものであるという視点を持つことで，多様性を尊

重し，共生社会の実現に向けた意識を醸成する貴重な機会となった。 

②職場体験，介護実習の受け入れ等 

特別支援学校，加治木中学校，蒲生中学校の職場体験，龍桜高校の介護実習，加治木看
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護学校実習，鹿児島国際大学のインターンシップなど，多くの学生の受け入れを行った。 

特に，特別支援学校の受け入れでは，見学に訪れた在学生や先生方に，卒業生が活躍し

ている姿を直接見ていただく機会となり，大きな意義を持つ取り組みとなった。 

③会議室や物品の貸し出し等 

 個人への貸し出し・・５件（会議室の開放，音響設備） 

 団体への貸し出し・・５件（実務者研修開催，会議室の開放，音響設備，長机等） 

④施設見学受け入れ 

9 月には，しょうぶ学園様 15 名，12 月には姶良民生委員中央部地区様 26 名が施設

を訪れた。特に民生委員の方々からは，地域内で支援を十分に受けられていない可能性が

ある住民への対応について，どのようにサービスへつなげるべきかという課題が挙げられ

た。そのため，「地域からサービスに繋がったケース」の事例を盛り込みながら説明を行

い，具体的な支援の流れを共有した。 

10 月と 2 月には，就労継続支援 A 型事業所様が施設見学を実施し，もにす認定取得

に関する取り組みについて紹介した。 

⑤鹿児島県女性活躍推進会議/女性ワーキンググループ 

 第 3 期女性ワーキンググループは，令和 4 年 5 月 1 日から令和 7 年 4 月 30 日まで

の 3 年間の任期で活動した。 

令和 6 年度は，9 月と 2 月にグループ会議を開催し，6 月と 10 月にはグループの代

表として鹿児島県女性活躍推進会議へ出席した。また，県では女性活躍推進優良企業知事

表彰の制度があるものの，認知度の低さから応募企業が少ないという課題があった。この

課題に対応するため，選考基準の見直しについて慎重に検討を重ねた結果，令和 6 年度

の応募基準において見直し案が採用された。 
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３ 事業内容 

 

（１）第一種社会福祉事業の実施    

・障害者支援施設 さちかぜ 

施設入所支援事業 

 

（２）第二種社会福祉事業 

・障害福祉サービス事業の経営 

  障害者支援施設 さちかぜ 

       生活介護事業 

       短期入所事業 

      kakeru 

       就労継続 B 型支援事業 

      ｈopen  

       就労継続 B 型支援事業 

満天ハイツ 

共同生活援助事業（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型） 

       グループホーム晴町 

共同生活援助事業（日中ｻｰﾋﾞｽ支援型） 

短期入所事業 

・相談支援事業の経営 

      生活支援センター さちかぜ 

       指定障害児相談支援事業 

指定特定相談支援事業 

       障がい者相談支援事業 

障がい児等療育支援事業 

・老人デイサービス事業の経営 

      共生型地域自立支援センター たたえ 

       地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 ・障害児通所支援事業の経営 

      クリエイティブテサポート くじら 

     児童発達支援事業 

放課後等デイサービス 

    コミュニティケア ぺんぎん（重心対応） 

     児童発達支援事業 

放課後等デイサービス 

 

（３）公益事業の実施 

   ・障害者日中一時支援事業 

・有料老人ホームの経営 
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４ 事業継続計画   

（１） 事業継続計画の目的及び基本的な考え  

事業継続計画（以下，BCP とする。）は，突発的災害の発生に備え，平常時における

事前対策と災害発生直後における被害及び影響を最小限に止めながら，事業を継続し早

期復 旧と安定的経営を図ることを目的とする計画であり，その基本を次におく。 

 

①利用者，職員の命と安全を守る  

災害発生の直後は，各事業所現場において，利用者及び職員の命を守る行動，安全を 

確保する行動を最優先業務とする。次いで，法人本部に「対策本部」を設置し，被災状 

況の把握・支援活動の実施・防災機関との連携・業務継続の活動を行う。  

②早期の事業再開を目指す  

社会福祉事業は，地域経済活動・地域生活の安定維持を支える産業インフラであり， 

その業務継続の社会的責任を負う。災害発生後における支援現場の必要性・利便・効率 

などを判断し，優先業務の実施体制を定め，業務を継続しつつ早期の復旧を目指す。  

③地域との連携活動推進  

社会福祉法人は地域福祉の担い手であり，特に災害時における地域と法人の相互支

援・連携活動は，被害の減少をはかり，安定した地域生活を維持する不可欠要件であ

る。 

取り組み事項に対する評価 

事業継続計画の理解促進，姶良市内で発生する災害規模の情報共有，炊き出し訓練，避

難訓練の実施と地域住民の参加等，多岐にわたる取り組みを実施した。 

①事業継続計画（BCP）研修を年３回実施して計５６人参加したほか，各事業所にて災害

対策訓練を実施した。 

②就労課では炊き出し訓練を年２回実施し，被災後の電気・ガスが停止した状態で限られ

た人数で効率的に食事を確保するための訓練ができた。 

③災害時に誰一人取り残さないために，福祉施設における災害対策では地域との連携は不

可欠である。そのため，近隣の施設，病院等との相互連携をはじめ，地域の自主防災組

織や近隣住民との協力体制の整備が推進されている。通所事業所では避難訓練を実施す

る際に，保護者や地域の方々にも訓練への参加を呼びかけている。令和６年度には，保

護者が参加する避難，引き渡し訓練のほか，近隣住民も交えた救急救命講習などを実施

した。 
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実施年月日 事業所 訓練内容 備考

R6.5.30
共生型地域自立支援
センターたたえ

火災想定避難訓練・引き渡し訓練 消防立会い

R6.6.8
満天・kakeru・hopen
合同

地震津波・火災想定避難訓練・炊き出
し訓練

感染症発生により消防立会いはなし

R6.6.9 晴町・晴町カフェ合同 夜間火災想定防災訓練・AED講習 消防立会い、地域住民5名参加

R6.6.23
障害者支援施設
さちかぜ

夜間想定避難訓練・水消火器使用訓練 消防立会い

R6.9.14 満天ハイツ 夜間想定火災訓練 消防立会い

R6.10.23 晴町 日中火災想定避防災訓練 消防立会い、地域住民の参加なし

R6.11.25
共生型地域自立支援
センターたたえ

地震想定避難訓練・非常食試食

R6.12.14
満天・kakeru・hopen
合同

日中火災想定避難訓練・炊き出し訓練 消防立会い

R7.1.25
コミュニティケア
ぺんぎん

引き渡し訓練

R7.1.25
クリエイティブサポート
くじら

引き渡し訓練・非常食確認

R7.3.23
障害者支援施設
さちかぜ

地震・日中火災想定避難訓練

R7.3.31 晴町 地震津波想定防災訓練 消防立会い、地域住民4名参加

R7.4.22
共生型地域自立支援
センターたたえ

夜間想定　火災避難訓練・通報訓練
R6年度冬に実施予定の訓練が感染症発
生により延期となった

令和6年度　事業所別避難訓練実施状況
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６ 苦情・相談 

（１）推進目標 

①保護者等の苦情・相談には適切に対応すると共に，利用者の要望や意見等を参考に， 

提供するサービスの質の向上に努める。 

②内外部研修の受講を推進し，苦情・相談者の話を受容（傾聴）し共感する姿勢等のスキ 

ル向上を図る。苦情・相談に対し，法人として信頼を得られるよう職員の資質向上にも 

繋げ，適切な対応のできる人材を育成する。 

法人
障害者支援施設

さちかぜ
満天ハイツ

晴町
kakeru
hopen

共生型地域自立支援
センターたたえ

クリエイティブサポー
ト

くじら

コミュニティケア
ぺんぎん

生活支援センター
さちかぜ

５月
BCP周知月間

5/1-30
BCP研修
26名参加

712
感染症発生時における
BCP研修
18名参加

6/8 BCP研修
6/12
感染症研修
11名参加

11/6
感染症対策研修
4名参加

11/6・14
感染症対策研修　　６
名参加

11/14
感染症対策研修
4名参加

5/9
第1回BCP研修
29名参加

8/27
感染・食中毒予防
９名参加

12/14　BCP研修
9/11
感染症対策研修
14名参加

9/6
第2回BCP研修
14名参加

10/30
保存食について　　８
名参加

1/29　感染症研修

12/11
感染症対策研修（個人
用防護服/着脱訓練）
18名参加

1/27
第3回BCP研修
13名参加

11/1-30
自然災害における
BCP研修
52名参加

3/12　感染症研修
7名

10-12月
感染症・食中毒防止及
び蔓延防止について
33名参加

12/11
食中毒菌と予防法
5名参加

3/1-31
BCP研修
３名参加

3/1-31
感染症・食中毒防止及
び蔓延防止について
８名参加

令和6年度　BCP研修実施状況

7 6

11

1 2

2

1 2

2

1

2

1

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

1

2
0

0

令和4年度（14件） 令和5年度（14件） 令和6年度（18件）

直近３事業年度 相談苦情件数

さちかぜ 満天ハイツ 晴町

たたえ クリエイティブサポートくじら kakeru

hopen コミュニティケアぺんぎん 相談支援センターさちかぜ
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推進目標に対する評価 

令和 6 年度の相談・苦情の受付けは 18 件。（内訳は，相談 7 件・苦情 11 件） 

令和 5 年度と比較すると，相談苦情件数は，約 3 割増加した。事業所別に見ると，障害者

支援施設さちかぜでは，令和 4 年度の 7 件，令和 5 年度の 6 件から，令和 6 年度は 11 件

へと増加している。ここ数年，コロナ禍の影響により，保護者自身の経済的困窮による金銭

援助の相談が多かったが，令和 6 年度の相談苦情件数が増加したのは別の要因が考えられ

る。 

苦情 11 件中６件は，入所から 2 年以内の利用者家族からの申出であり，施設とのコミュ

ニケーション不足が影響していると考えられる。特に，福祉サービスの利用経験はあるもの

の，施設入所が新しい環境変化となっている。利用する側の期待値と実際のサービスのギャ

ップが生じやすい状況にあると言える。すべての相談を無条件で受入れるのではなく，サー

ビスの範囲や対応可能な範囲を明確に伝える，利用者や家族の理解を促進することが重要で

あると考える。 

  

７ リスクマネジメント 

（１）推進目標 

① ヒヤリハット報告書等，職員の気づきを共有し支援中の事故を未然に防ぐ。 

② 各事業所で発生した事故の検証を行い，利用者の生活環境や状態の把握，職員体制・

配置，職員の判断・知識等から，原因の把握・分析を行い，と再発防止策を講じる。 

③ 感染症対策として，職員における感染症対策の啓発・出勤停止期間基準等の明確化・ 

職場環境の整備に努める。 

④ 事故の報告と検証・分析結果等の情報の周知と共有に努める。 

 

推進目標に対する評価 

直近３事業年度の事故内容を比較してみると，毎年，転倒，服薬関係，切傷などの怪我が

上位を占めている。令和 5 年度の件数が例年より増加している要因は，就労事業所のイベン

5
10 10

20

21 20

1

5
1

3

211

12

5

令和4年度（37件） 令和5年度（51件） 令和6年度（38件）

直近３事業年度 事故発生件数

服薬関係 転倒 離園・逸走 医療・処置関係 その他



- 14 - 

 

ト参加によるパン販売での売上差異や，車両事故が数件発生したことが挙げられる。 
令和 6 年度は，発生件数が 38 件となり，大半を転倒，服薬関係が占めている。てんかん

発作や加齢による転倒は全てを防ぐことはできないが，日常生活用具給付の制度を活用する

など，保護帽や歩行器の導入を進めることで，転倒による怪我は減ってきており，切傷など

の怪我のリスク軽減は図れていると考える。これにより，通院を伴う事故報告（県へ医療機

関への受診を伴う怪我）は，14 件（令和 5 年度 21 件）と減少している。 

事故内容は，転倒（転落・滑落含む）20 件となっている。転倒については，利用者ご自

身で動かれる際（立ち上がり・歩行時）つまずく等，認知・身体機能の低下に起因するもの

が多いが，てんかん発作等持病による転倒も 25％を占めている。施設内の環境整備，発作

時の対応や服薬の適切な管理などについて学ぶ機会を設けていく。 

令和６年度の虐待受付は 0 件でした。利用者様やご家族からの相談対応解決のための体制

備，職員への研修など障害者虐待防止のための措置を講じている。 

令和 6 年度の人権擁護・虐待防止に関する内部研修は延べ 179 名が受講している。 
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８ 年間計画実施状況 

 

９ 階層別会議等年間計画（別紙１） 

 

10 人材育成計画及び職場内研修年間計画年間研修計画 （別紙１） 

  

 

 

 

月 事 業 内 容 月 事 業 内 容 

4 

入社式・辞令交付式 

施設親善球技大会（県知障協） 

→運営スタッフとして１名派遣 4/26・4/27 

「ユースエール認定」更新申請済み 

「えるぼし認定」更新（非該当） 

重心請求申請済み 

 MVG ６チーム参加 

ベストスマイルアワード 22 件 

預り金報告済み 

10 

内部監査（預り金・各事業） 

集団検診（全利用者・全職員） 

姶良・伊佐地区わくわくスポーツ大会 

10/10 利用者 20 名，職員 6 名参加 

秋祭り，錦江校区運動会 

10/20 利用者 22 名，職員 5 名参加 

虐待防止人権擁護アンケート実施 

介護福祉士実務者研修教室開講 

5 

鹿児島県障害者スポーツ大会（県） 

→利用者１４名・職員 7 名参加 

決算監事監査 

・監事監査 5/24 

・公認会計士外部監査 5/22 

次世代・女性活躍推進法に係る実績公表 

（ホームページ・両立支援ひろば・女性活躍

データベース）→４月更新済み 

11 

公認会計士外部監査 

（内部監査経理部門を外部監査とする） 

預り金報告→１２月報告済み 

おはら祭り 敬天会踊り連 

 

 

6 

社会福祉法人現況報告書等提出 

資産総額変更の申請（法務局） 

理事会開催（決算・事業報告等） 

定時評議員会開催（決算・事業報告等） 

新卒者採用活動開始→大卒求人 

姶良市福祉運動会→悪天候のため中止 

12 

仕事納め式  

令和６年 年末調整 

職員満足度調査実施 

姶良地区安管交通安全運動 

敬天会忘年会 MVG 等各種表彰式 

 

7 

社会保険月額報酬算定基礎届 

錦江地区コミュニティ運動会 

顧客満足度調査実施→スキルアップメンバーで実施  

1 

仕事始め式 

給与支払報告書・法定調書届 

8 

社会福祉施設監事等研修 

預り金報告 済み 

ハラスメントアンケート実施 

2 

新年度事業予算・計画協議 

9 

姶良地区安管交通安全運動立哨２回参加 

介護福祉士実務者研修教室開講 

9/17～10/29 毎週火曜実施 

 

3 

理事会開催（新年度予算・事業計画等） 

契約職員新年度更新に伴う面談 

３６協定届出（加治木労基）3/27 提出済 

姶良市福祉祭り 
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1１ 預り金等管理状況／預り金管理実績(令和 7-03-31 現在)  

① 預貯金管理  

 在籍数 預貯金管理 預貯金預り金額 

しらがね 43 名 32 名 
約 344 百万円 

にしきえ 35 名 31 名 

満天ハイツ 36 名 30 名 約 203 百万円 

晴町 15 名 10 名 約 116 百万円 

たたえ 10 名 5 名 約 16 百万円 

計 139 名 108 名 約 679 百万円 

② 現金管理 

 在籍数 現金管理 現金預り金額 

しらがね 43 名 33 名 
約 102,000 円 

にしきえ 35 名 31 名 

満天ハイツ 36 名 31 名 約 59,000 円 

晴町 15 名 10 名 約 26,000 円 

たたえ 10 名 5 名 約 11,000 円 

個人  26 名 約 121,000 円 

計 133 名 130 名 約 319,000 円 

※対象外(自己管理)4 名(満天ハイツ) 

①預貯金＋現金 合計 679,319,000 円  

 

  ※現金保管については，毎月のお小遣い(週末ジュース代等)として，おひとりあたり入所 

3,000 円，満天ハイツ 5,000 円，晴町 5,000 円たたえ 3,000 円を各事業所で保管管 

理している。 

また，成年後見人が選任されておられる方は，現金をお預かりしている。 

 

ア 新規の成年後見人制度利用 1 名 

20 歳到達に伴う障害年金の申請手続き 1 名 

  指定難病更新申請 2 名 

イ 現在，法定成年後見人が選任されている方々 

ウ 預り金の収支状況報告は，5 月，10 月，3 月の 3 回を郵送で実施しており， 

この報告に対する確認届の回収率は，以下のとおり。 

報告月 4 月 18 月 12 月 

対象月 10～3 月 4～6 月 7 月～9 月 

回収率 90% 88% 87％ 

  

    

  

 

 

司法書士，弁護士が 

成年後見人 
ご家族が保佐人 ご家族が成年後見人 合計 

10 名 2 名 9 名 21 名 

成年後見人 身寄りがない方 身元引受人がおられる方 合計 

10 名 7 名 116 名 133 名 

報告無し 本人への報告 身元引受人へ報告  
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エ 新規利用契約者（下記参照）の住民票異動手続き，国保，年金，療育手帳その他手帳の

住所変更を実施。 

     

   ■新規利用契約者   

令和 6 年 4 月 さちかぜ（男性）3 名 

令和 6 年 6 月 満天ハイツ（女性）1 名 

令和 6 年 11 月 たたえ（男性）1 名 

令和 6 年 12 月 さちかぜ（女性）1 名 

   ■契約終了者 

令和 6 年 4 月 満天ハイツ（男性）1 名 退所 

令和 6 年 5 月 晴町（女性）1 名 遺留者 

令和 6 年 7 月 たたえ（女性）1 名 

晴町（男性）1 名 

遺留者 

遺留者 

令和 6 年 9 月 たたえ（男性）１名 遺留者 

令和 6 年 12 月 満天ハイツ（女性）１名 

晴町（女性）1 名 

遺留者 

成年後見人制度利用開始 

令和 7 年 1 月 さちかぜ（男性） 遺留者 

・遺留金品の引き渡し 5 件。 
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Ⅱ 障害者支援施設さちかぜ（施設入所支援・生活介護） 

１ 推進目標 

（１） 一人ひとりのアセスメントや本人の要望に沿った個別支援計画を作成し，支援記録を充

実させることで本人の強み，苦手なところを把握し統一した支援を行い，一人ひとりの望

む生活を実現します。  

（２）人材育成の推進と接遇マナー向上に取り組み，質の良いサービスを提供します。  

（３）利用者が豊かな生活を送れる環境，職員がやりがいを感じる職場を作る。  

推進目標に対する評価 

定期的に担当者との個別支援会議や，担当者も参加するモニタリングを定期的に行った。

個別支援計画に基づいた支援を提供し，支援内容を記録している。本人の希望を丁寧に引き

出し，希望に沿った対応，外出支援を行った。 

グループミーティングを活用して人材育成に取り組んだ。また，必要に応じて個別の指導

を行い，一人ひとりの強みを活かしながら活躍できる環境に努めた。 

個別支援計画に沿った支援を実施し，利用者からの要望を達成できるよう，チームで取り組

んだ。目標達成が職員のやりがいへと繋がった。 

 

２ 取り組み事項  

（１） 個別支援計画に沿った，支援記録，ケース会議録を記録することで統一して継続した支援 

 を行い，利用者，支援員とふりかえりを行うことで，思い，希望に寄り添い，実現でき

るよ う，利用者と一緒に計画を立てる。  

（２） リハビリ班，創作活動，生産活動班の活動提供が定着できるよう，活動カレンダーを作成  

し見通しをたて活動を提供していく。利用者一人ひとりの強み，好みを引き出し，活動を

提 供する。  

（３） 人材育成の推進と接遇マナーの徹底で質の良いサービスを提供します。利用者に対する

声 かけ，職員間での言葉遣い，呼称，支援方法を毎月ミーティング時に行う。マニュア

ルを再 確認し，一人ひとり確認，評価できる環境を作っていく。全職員が参加できるよ

う，グルー プ分けし，年間スケジュールで周知する。（別紙参照）  

（４） 人材育成，スキルアップを目的に基礎研修受講を促し，学び，実践し，他職員へ研修 内

容を伝える場を設ける。また，サクラボで動画視聴し，スキルアップに繋げ，モニタリン 

グ，担当者会議，関係機関との会議，障害区分認定調査，施設実習オリエンテーションに

参 加し人材育成に努めます。  

（５） 地域資源を活用し利用者の地域参加を促していきます。買い物，地域イベントへ参加し 

利用者，一人ひとりの「やる気，目標」に繋げていきます。また，利用者と職員が目標に 

向かって取り組むことで職員の「やりがい」と繋げていきます。  

   

取り組み事項に対する評価 

 サービス管理責任者が，支援員への個別指導や計画の見直しを行うことで，個別支援へ

意識が向き，それに取り組む支援員が増えた。利用者本人の障害特性に応じた支援の統一

を図った。また，さちかぜ生活介護，施設入所支援の契約書，重要事項説明書の確認を行

い，利用者のサービス利用までの流れを説明することで，職員の役割を再確認し，支援の

質の向上に努めた。 

 活動カレンダーを作成し，様々な内容の活動を提供することで，個別の嗜好や強みを活

かせる場面を設けた。また，個別支援の必要な方は，専用の活動カレンダーを提供し，活
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動への意欲を引き出せる支援を行った。 

 接遇については，ミーティング時，振り返る機会を設けることで，定期的に意識を向け

られるよう努めた。 

 ミーティング内で，サクラボ研修や課内研修を実施，課内の問題について考える時間を

設け，解決に向けてチームで取り組んだ。また，モニタリング，担当者会議や，障害区分調

査にサービス管理責任者だけでなく支援員も同席することで，支援員の意識変化，個別支

援計画に基づいた支援の実践へと繋げた。 

 地域のイベントへの参加や買い物などを通して，地域の方々に利用者が地域の一員とし

て受け入れられるよう，外出の機会を増やし，地域交流を図った。また施設や利用者さん

の生活について地域へ発信し，障害への理解を広めるよう努めた。 

 

Ⅲ 障害者支援施設さちかぜ（短期入所・日中一時支援事業） 

１ 推進目標 

（１）保護者の負担軽減を図り必要とされるニーズに応えより良いサービス提供に取り組む。 

（２）各事業所との引継ぎを徹底し，連続した一連のサービス提供の充実を図る。  

（３）利用者へ適切・効果的な支援の提供と共に，保護者との連携を図る。 

推進目標に対する評価 

利用者，保護者の要望をくみ取り，定期的に利用できるよう調整を行った。サービスを併用

利用される方が多く，他事業所との引継ぎ，連携を強化し，利用者が安心して利用できるよ

う努めた。 

 相談事業所との連携を通じて，日中一時や短期入所等の福祉サービスの相談を受け，ご家

族のニーズに対応した。その結果ご家族がきょうだい児の入学式や卒業式，運動会に参加で

きることができた。 

  

２ 取り組み事項  

【短期入所】  

（１） 在宅で利用者の介護をされているご家族が，都合により一時的に介護が困難となった場 

合，短期間の入所サービスを提供し，日常生活に必要な支援を行う。  

（２） 夜間の緊急時には，迅速かつ的確に対応する。 

（３） 児童の短期入所利用の相談が増えてきている。くじら，ぺんぎんでの活動 内容，療育支 

援を学び，継続して支援できるよう連携を図る。  

【日中一時支援】 

（１） 一時的に見守り等の支援が必要な利用者等の日中における生活の場を確保し，利用者等

の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図る  

（２） 児童の短期入所利用の相談が増えてきている。くじら，ぺんぎんでの活動 内容，療育        

支援を学び，継続して支援できるよう連携を図る。 

取り組み事項に対する評価 

くじら，ぺんぎんと連携を図り，日中一時，短期入所の利用が増え，在宅での介護をさ

れているご家族の負担軽減に寄与することができた。利用者の統一した支援を事業所間で

共有していくと各事業所と計画していたが，情報共有，ふりかりを行う機会が少なかった。

支援内容の情報共有に課題があるため，来年度も継続して情報共有していく。 
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Ⅳ  kakeru  平均工賃月額体系型就労訓練事業所（就労継続支援 B 型事業） 

１ 推進目標（就労継続 B 型） 

（１） 利用者一人一人のアセスメントや本人の希望に沿って個別支援計画を作成し，支援記録

を充実させることで個々の強み，苦手な面を把握し就労能力の向上を図る。 

（２） 定期的な新商品の開発，新たな販促活動等工賃向上計画を作成し，収益及び就労工賃の

向上に努める。 

（３） 働く心構えが出来ている方に対して，個人の持つ強みや弱みに対する取り組み方法など

を分かりやすく説明し，多様な就労環境を提供する事で，一般就労等の自己実現に努める。 

（４） 地域の力となれるよう各種会議，研修への参加，広報活動，法人内部研修を通して職員

の資質向上に努め，社会との繋がりを構築する。 

 

推進目標に対する評価 

①モニタリング後，職員間で支援会議の実施を徹底し，積極的に取り組んだ。 

記録の書き方について，課内職員全体に具体例を提示しながら情報共有を行い，記録の

充実を図ることで支援に繋がる記録を意識するよう努めた。 

②新商品は，毎月運営会議に提案し，販売を開始した。 

就労課全体の収入は，売上が増加したものの，利益は減少した。 

自主作業の年間契約の終了，作業範囲の減少，原材料費の高騰による利益が圧縮された

ことが考えられる。新商品開発を進めることで，販売価格の見直しや購買意欲に繋げる

ように取り組む。 

③令和６度は一般就労に至らなかったが，引き続き能力向上と意識の促進に努めていく。A

型事業所への移行を希望する利用者がいたが，体力や時間管理などの点で，実際の状況

と本人の希望との間に隔たりが認められたため，A 型事業に進むために必要なことを一

緒に考えながら支援を行ったが，最終的に当事業所を継続することとなった。 

④校区内のコミュニティ協議会へ参加し，イベントの役員として協力した。 

 加治木町の師走市において，前日設営及び撤去のボランティア活動に，利用者・職員と

ともに参加し地域の力になれるよう努めた。 

 営業部を発足し，毎月相談事業所への挨拶，チラシ配り，ホームページ更新等により法

人の取り組みを発信した。自立支援協議会への参加により地域づくりに協力を行った。 

 職員からの積極的な内部研修への参加が少なかった。計画的に参加するように取り組ん

でいく。 

 

２ 取り組み事項 

（１） 個別支援計画に沿った支援を行い，支援記録を充実する事で，統一して継続した支援を

行い，一人一人と振り返りを行うことで，思い・夢・希望に寄り添い，能力の向上を図る 

（２） 利用者・職員と一緒に新商品開発への取り組み，地域活性化に繋がる活動を積極的に行

い，職員・利用者・地域の方々と顔の見える交流や，SNS を活用する機会を増やし，法人の

取り組みを多くの方に知ってもらう事で売り上げを伸ばし工賃向上を図る。 

（３） 相談事業所・関係機関等と連携し現場実習や求職活動の支援を行い，地域企業へ体験  

実習参加し働く意欲・気持ちを高める。 

（４） 内部研修を計画的に受講し，必要な資格収得を促すことで福祉専門職員のスキル向 

上・質の向上を目指す。 
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取り組み事項に対する評価 

①本人の希望に沿った作業提供を行った。特にイベント販売を希望する方が多かったた

め，積極的な挨拶やお礼などの接客支援を行い自信に繋がるようサポートした。 

 一般就労希望の方に関して，現実的にできていない項目に取り組むよう振り返りをおこ

ない，週５日働ける体力面，時間を守る等，休みを無くす取り組みから行っている。 

②就労部会主催の姶良イオンびぃ・すまいるマルシェへ参加し，福祉や事業所の活動・法

人の取り組みを知ってもらう取り組みを行った。学校関連のバザー，イベント協力依頼

が多く，利用者さんと共に訓練を兼ねて協力を行った。はるまち秋祭りに出店し，ピザ

作りの体験を通して地域の方々や保護者と交流を図った。 

 定期的に新製品の開発を行い，原材料高騰に対応する価格転嫁に繋げている。 

③令和６年度も特別支援学校から多くの実習生を受け入れ，実習の様子や，課題を把握

し，改善案を含めた見通しのある報告を行うことで 4 名が卒業後の利用開始に繋がっ

た。一般就労に向けて地域企業への体験を増やすことで意識向上に繋げていく。 

④虐待防止・身体拘束防止研修，感染症対策，BCP 研修，小委員会を行った。 

 職員個人の学ぶ姿勢が課題であり，計画的な内部研修参加を行っていく。 

 

 ３ 就労課 kakeru 年間計画実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 歓迎会 10 月 焼肉 

5 月  11 月 加治木秋祭り 

6 月 他事業所交流会・防災訓練 12 月 就労利用者忘年会・児童就労体験・防災訓練 

7 月 児童就労体験 1 月 初詣 

8 月 社会科見学外出・暑気払い(そうめん流し) 2 月  

9 月 防災体験・訓練 3 月  
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Ⅴ hopen  就労参加評価型訓練事業所（就労継続支援 B 型） 

１ 推進目標 

（１）利用者の状態を把握し，ピアサポーターと協力しながら継続して取組める環境を整え， 

個々の状況に応じた支援を行う。楽しみを持って通う習慣，継続して働ける体力の向上 

に繋げ，計画的な工賃向上に努める。 

（２） 地域住民との繋がりや地域活性化，地域課題の解決のために地域のコミュニティと協働 

し生産活動に取り組み地域住民との繋がりが持てるよう努める。 

（３） 新規にご利用される方や学生に対して，就労の機会を提供し実習や仕事に対する評価を 

行い，日中安心して過ごせる場として，また，働く喜びを通して働く目標へ繋げていける

よう取り組む。 

（４） 各就労機関の外部研修，法人の内部研修，会議等に参加し職員の資質向上に努め，必要 

な資格収得に努める。 

 

推進目標に対する評価 

①利用者が日中安心して過ごせるよう，利用者の意思を尊重しながら体調や心身の状況に

応じた作業環境を構築した。さらにピアサポーターと協力し穏やかに作業に取り組める

環境を構築した。本氏の訴えを傾聴・受容し肯定的に捉えられる支援に努めた。目標工

賃達成指導員と連携し工賃向上に繋がる取り組みを継続する。 

②地域住民宅や企業からの受託作業に取り組み，地域参加・企業連携に努めた。次年度に

向け新たに地域の公園管理の契約に向け調整を行っている。 

③特別支援学校の実習生を受け入れ専門的な観点から評価を行い，将来をイメージ出来る

様な取り組みを行った。また，一般の見学や体験利用等も受け入れたが契約には至らな

かった為，次年度は，新規利用者獲得のため営業活動も積極的に行う。 

 

 

２ 取り組み事項 

（１） 就労意欲について 

① 利用者の特性や心身の状況を理解するためアセスメント，引継ぎや記録を参考に状況に

合わせた環境設定や作業工程を分割し，ピアサポーターと連携の元，段階的に成功体験

を重ね働く自信を付ける。     

② 動画の視聴や社会科見学などを取り入れ就労について理解を深められるよう視覚化し，

本人が継続して作業に取り組める体力作りや行事活動を行い，働く習慣と就労意欲の向

上に繋げ計画的に工賃向上を図る。 

（２） 地域協働について 

① 地域の自治会やコミュニティ協議会，行政，社会福祉協議会等へ情報を共有し合い地域

の課題に関する情報収集と課題解決に向けた取り組みを行う。 

② SNS を活用しネット販売やイベントでの出店の PR 活動を行い販売促進につなげる。

農副連携による高齢者支援，地域企業からの請負契約による製造，高齢者・単身者世帯

の除草・剪定作業等，地域協働を通じて地域住民との繋がりに取り組む。 

（３）就労訓練・広報について 

① 生産活動現場での体験を通して働く事に必要なスキルを抽出し，就労能力評価や課題

解決に向けた取り組みを行い学校関係者等と連携を図り，卒業後や新たに働くイメー

ジが持てるように取り組む。 
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② 事業所説明会への参加や SNS 等の広報活動を通して，各学校や，放課後等デイサービ

ス事業所等へ hopen の取り組みを知ってもらい，地域に認められる事業所となるよう

取り組む。 

（４）職員の資質向上について 

① 各種会議へ参加し，他事業所の取り組みや地域情勢の情収集を行うことで支援の質の向

上を目指す。 

②  内部研修や外部研修を計画的に受講し，専門的な知識の習得を目指すとともに，課内

でのアウトプットを行う事で，職員の知識を拡げる。必要な資格収得を進める事で資質

の向上を図る。 

 

取り組み事項に対する評価 

①利用者の特性や状況に応じてアセスメントを実施し，利用者の行動や言動の背景，スト

ロングポイントに着目した。ピアサポーターとの連携を図り，終礼や支援会議を通して

情報を共有することで，利用者が落ち着いて穏やかに過ごせられるよう支援に努めた。

次年度は利用者の個性を形にし，作品・製品として活かす工夫を行い工賃向上に努め

る。 

②イオンタウン，はるまち秋祭りでレジン小物体験コーナーを設置し，地域交流や事業所

の情報発信を行った。地域課題への取り組みの一環とし，姶良市市報に募集があった，

地域公園管理作業契約に向け，行政と調整を行った。利用者が制作する製品の質を高め

次年度からのイベントやネット等の販売に向け制作に取り組んでいる。 

③牧之原・出水特別支援学校，事業所見学者来られたが新年度の契約には至らなかったの

で，継続して新規利用者獲得のため，障がい特性に応じた環境整備や，関係機関への営

業活動に取り組む。ホームページの更新日を設定し，新鮮な情報提供に努めた。 

④介護福祉国家資格取得者 1 名。虐待防止，身体拘束防止，感染症予防，BCP 研修，小委

員会など必要な研修は行えたが，職員からの積極的な内部研修への参加が少ないため，

外部研修を含めて計画的な研修参加に努める。 

 

３ 就労課 hopen 年間計画実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 歓迎会 10 月 焼肉 

5 月  11 月 加治木秋祭り 

6 月 他事業所交流会・防災訓練 12 月 就労利用者忘年会・児童就労体験・防災訓練 

7 月 児童就労体験 1 月 初詣 

8 月 社会科見学外出・暑気払い(そうめん流し) 2 月  

9 月 防災体験・訓練 3 月  
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Ⅵ 満天ハイツ（共同生活援助事業・介護サービス包括型） 

１ 推進目標 

（１）地域交流の機会や社会経験等を通して地域との関りを深め，地域移行に向けてひとりひ  

とりの希望，目標に合わせたステップで支援を提供する。 

（２）利用者個々の健康状態の把握に努め，看護師・医療機関と連携しながら早期対応や処置を  

通して病気の重症化を防ぐ。 

推進目標に対する評価 

（１） 自治会や地域コミュニティ協議会のイベントへの参加，公共交通機関を利用した外出

を通じて，利用者が社会参加や社会経験を得る機会を提供した。 

（２） 利用者の健康状況については，日々のバイタル測定や生活状況の様子観察を通じて，

看護師や医療機関との連携を図っている。昨年１２月から今年１月にかけて入居者の

役７割にあたる２４名の利用者のインフルエンザに罹患した。 

 

２ 取り組み事項 

（１）利用者の希望・目標に合わせ，本人らしさを活かした個別支援計画をもとに職員間（サー 

ビス管理責任者・生活支援員・世話人）との情報共有，段階に合わせたサポートを行う。ま 

た，重度・高齢化に対応できるよう，職員の資質向上に取り組む。 

（２）定期的に広報誌や SNS 等を活用し，保護者，地域の方に満天ハイツの日常等を発信し， 

活動等知ってもらう機会を作る。また，地域資源を活用し，地元の店舗や自治会，地域住民 

との関りを通して地域と相互に理解を深める機会，社会ルールを学ぶ機会を増やす。 

（３）日々の利用者の状態を把握し，看護師・医療機関との連携を図りながら，重度・高齢化へ 

向けた計画を作成し，それに沿って統一した支援を行う。 

 

取り組み事項に対する評価 

（１）利用者の障害特性に応じた対応を進める中で，個別支援計画の策定だけではなく，課

内会議や施設内外の研修参加を通じて情報共有と研鑽に努め，業務に取り組んだ。 

（２）広報誌の発行だけではなく，家族との面会・外出や，利用者自身が家族へ電話をかけ

る機会を通じて，満天での生活状況を伝えた。また，錦校区コミュニティ協議会主催

の地域行事や買い物等を通じた社会参加を促進し，地域との交流や社会経験を得る機

会提供を提供することができた。 

（３）入居者の半数は６０代以上（平均年齢６１歳）となり，入居歴 2０年以上の利用者が

６割を占めるなど，高齢化が進んでいる。加齢や身体状況に応じた支援を行うととも

に，昨年末には看取り支援が必要な利用者への対応について，看護師や多職種職員と

の協議を重ねながら適切なケアに努めた。 

 

３ 年間計画実施状況 

4 月 

交通安全教室， 

満天の桜を見る会 

スポーツ観戦 

10 月 

錦江校区運動会，調理実習 

ハロウィン（くじら合同） 

行きたいところ外出 

5 月 

障害者スポーツ大会，こども会（くじら合同） 

歩こうよ！あいら「思川アジサイロードを歩く」 

広報誌発行 

11 月 

行きたいところ外出 

歩こうよ！あいら「錦江湾ウォーキング」 

広報誌発行 
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◎年間を通して：誕生日会，地域イベントへの参加，外出買い物支援，SNS 更新等。 

◎調理実習と美化活動は３か月ごとに実施。 

 

Ⅶ グループホーム 晴町 （共同生活援助事業・日中サービス支援型） 

１ 推進目標 

（１）地域住民とのふれあいや様々な地域資源の活用を通じて，発信する機会や関わりの場を広  

げ，本人が選択し希望する地域生活を送る環境を作る。 

（２）医療機関等との連携を図り，重度化や高齢化等の医療的なケアを含めたニーズの受け入れ 

体制を充実させ，個々の体調管理，専門性を活かした身体機能の維持に努める。 

（３）地域で生活する障害児者に対し，緊急一時的な宿泊の場の提供と保護者・きょうだいじ等 

の家族へのレスパイト支援を行う。また，医療的ケアを含む受け入れの体制の充実を図る。 

 

推進目標に対する評価 

（１） 西之妻自治会の花見や西宮島公園の清掃活動，花植えなどに参加し，地域の皆さん

と交流を深めている。また，インスタグラムや玄関に設置しているサイネージを活用

し，交流の様子を発信した。日中，晴町で過ごす利用者の活動に加え，土日の余暇時

間を利用して近所を散歩したり，近くのスーパーへ買い物に行くことで，地域資源を

積極的に活用するよう取り組んでいる。地域住民との交流や地域資源の活用を促進す

るため，今後も積極的に自治会行事や地域のイベントへの参加を促進していく。 

（２） 主に内倉医院，吉留クリニック，大井病院，加治木記念病院などの関係医療機関と

連携し，受診だけでなく往診による診療を導入することで移動や気温の変化による心

身の負担を軽減している。また，訪問看護や訪問リハビリを活用しており（令和７年

３月現在 1 名利用中），今後医療的ケアのニーズが高まることを見据え，介護福祉士

２名が喀痰吸引二号研修を修了した。車椅子などの日常生活用具については，利用者

の身体状況に適したものを個別に導入している。また，「令和６年度障害福祉分野にお

けるロボット等導入支援事業」の交付を受け，介護ロボット HugⅡを２台導入し，利

用者の移乗介助時の負担軽減や職員の介護負担軽減に寄与している。嚥下状態や ADL

に変化が生じた際は，その都度支援会議を開催し，利用者の現状に応じた支援を継続

的に提供できるよう努めている。 

 

２ 取り組み事項 

（１）SNS による広報や見学会，行事開催等による施設設備等の活用等，様々な場を作ること 

で地域との交流の場を作る。 

（２）日常の様子観察を把握し，些細な変化に気づき，早期対応に努める。主治医・医療機関と 

6 月 
防災訓練（就労合同：炊き出し訓練） 

調理実習，美化活動 
12 月 

クリスマス会，満天ハイツ 忘年会 

防災訓練（就労合同），調理実習，美化活動 

7 月 行きたいところ外出，海水浴 1 月 年始会・初詣，正月遊び（くじら合同） 

8 月 
須崎地区海岸清掃 

行きたいところ外出 
2 月 歩こうよ！あいら「菜の花ウォーキング」 

9 月 

還暦の祝い 

防災訓練（夜間想定），敬老会（くじら合同） 

広報誌発行，調理実習，美化活動 

3 月 

地域行事自治会主催 第５回ペタンク大会 

広報誌発行 

調理実習，美化活動 
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の連携から，個々や状態に合わせた援助や介護の技術を学び，専門性を高めることで適切な 

アセスメントを行い，利用者の方の負担を軽減すると共に職員の資質向上に取り組む。 

（３）地域拠点事業としての緊急的な受け入れ等にむけた体制作りや他機関との連携を図り，地 

域で安心して生活できる場を提供する。 

 

取り組み事項に対する評価 

（１） インスタグラムや GH 晴町玄関に設置してあるサイネージを活用し，活動の様子を

発信するとともに，民生委員の方の見学会の際に晴町紹介動画を作成し，上映した。

しかし，インスタグラムの投稿件数は年間 10 件と少なく，晴町の魅力をより広く発

信のため，投稿件数の増加が今後の課題である。施設設備等の活用については，地域

を対象とした石鹸づくり体験や秋祭り，お盆などに駐車場を解放する取り組みのほ

か，防災訓練への参加を通じて，消防署職員から地震時の対応について学ぶ機会を設

けるなど，地域との関わりを広げている。 

（２） 年に一度の健康診断に加え，日々二回のバイタル測定を実施し，さらに各利用者の体

調に応じて適宜測定を行うことで，体調変化を早期に把握できるよう努めている。ま

た，看護師と介護福祉士が密に情報共有を行い，各利用者に応じたケアを提供できる

よう体制を整えている。大井病院，内倉医院，吉留クリニックが往診を実施しており，

看護師と支援員が同席することで，医師から直接薬の管理や支援時の留意点について

学んでいる。 

（３）緊急受け入れはなかったものの，晴町短期入所は毎月ほぼ予約で埋まる状況が続いて

おり，地域への定着が進んでいると考えられる。しかし，医療的ケアが必要な利用者

の受入れについては，今後の課題として介護福祉士による喀痰吸引一号・二号研修修

了者を増やす取り組みが求められている。 

 

３ 年間計画実施状況 

４月 花見外出（西宮島公園） 

花見の会（自治会主催） 

スポーツ観戦 

１０月 晴町ミニ運動会 

調理実習 

５月 広報誌発行（回覧板にて配布） 

ふるさと訪問 

１１月 外出計画・防災訓練（昼）・広報誌発行 

紅葉外出（季節を感じる外出） 

６月 六月灯外出・英峰神社の六月灯見学 

調理実習，美化活動 

１２月 クリスマス・忘年会 

調理実習，美化活動 

７月 サマー外出（季節を感じる外出）・海水浴 １月 新年会・初詣・GH 広報誌発行 

８月 晴町夏祭り 

・ホーム敷地内にて縁日を実施。地域住民へも声

をかける。 

２月 防災訓練（夜間） 

９月 ふるさと訪問・広報誌発行・調理実習，美化活動 ３月 GH 広報誌発行・調理実習・美化活動 

 

◎年間を通して：誕生会，ボランティア受け入れ等。また，各行事に保護者を招待する。 

        月に一度以上の SNS 更新 

◎日中活動：季節に合わせた創作活動（カレンダー等）・散歩，レクリエーション，運動等 

◎地域交流：自治会のサロンへの参加・子ども会との交流・近隣スーパーへ買い物・六月灯への参

加・避難訓練など 
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Ⅷ クリエイティブサポート くじら（多機能型児童通所支援事業）  

１ 推進目標 

（１） 「こどもへの思いは 空よりも高く 海よりも深く ～こどもたちのやりたいやってみ

ようを育てよう～ をスローガンに，5 領域をすべて含めた総合的な支援を提供する。 

（２） 関係機関との連携を密に行い，こどもをまんなかにした支援の拡充を図る。 

（３） 家族の相談支援の強化を行い，事業所内や家庭連携支援を行う。また，きょうだい児支援

を行う。 

（４） 不登校児や将来を見据えた支援を行う。 

（５） 外部研修，内部研修，研修内容のアウトプットを通して職員の質の向上に努める。 

（６） こどもたちが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，利用児の意思決

定の支援に配慮するよう努める。 

 

推進目標に対する評価 

①プログラムの作成時には，視覚的にわかりやすいように５領域を意識し，子どもたちの

意見を取り入れながら，活動予定を作成した。楽しみながら活動を行なうことで職員の

支援意識の向上にも繋がった。 

②牧特支の先生には個別支援計画をお渡しし，対面時には意見交換を行うことができた。

保護者とも送迎時に会話を交わし，深い話が必要な場合は時間を確保し，相談に応じる

ことができた。 

③家族支援には取り組むことができたが，話をしてくださらない保護者もおり，今後はこ

ちらから積極的にアプローチしていきたい。 

④不登校児への関りはなかったものの，成人の施設への見学や活動への参加を通じて，将

来を見据えた支援を行うことができた。 

⑤必要な研修は適切に実施し，職員の資質向上に努めた。研修への参加意識が低い職員に

対しては対話を重ねることで意識を高め，充実した伝達研修を実施することができた。 

⑥子どもの意見を尊重しながら，保護者の要望も取り入れ，支援計画の作成に努めた。 

 

２ 取り組み事項 

（１） こどもたちが自らやってみたい活動を聞き，自己決定での活動の中で 5 領域（ア）健 

康・生活（イ）運動・感覚（ウ）認知・行動（エ）言語・コミュニケーション（オ）人  

間関係・社会性 をすべて含めた総合的な支援をしていくことにより，包括的かつ丁寧  

に発達段階を見ていく。 

 職員全員が一堂に会する支援会議を定期的に開き，それぞれの意見や方向性を共有する

事でチーム全体が同じ方向を向いたで療育をできるようにしていく。また，すべての職

員が個別支援計画を活かした支援を行い，日々の療育の評価ができるようになる。 

（２）保育所等や医療機関，行政等との連携を密に行いながら，こどもと家族に対する包括的な

支援をする。 

（３）こども自身や保護者が内在的に持つ力を発揮できるように，困り等の相談には，事業所内

や家庭訪問等で，相談支援を行っていく。きょうだい児支援では，それぞれの家庭でのき

ょうだいとしての思いなどを話し合い，自分だけではない事を知ってもらえるような取り

組みとしていく。また，きょうだいがヤングケアラーとなっていないか確認する。 

（４）生活能力の向上のために必要な支援，社会との交流促進等の支援を行い， 

学校卒業後に就労等の将来を見据えた活動内容を取り入れる。また，学校への登校が難
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しいお子様へは，行政や教育委員会，学校との調整を図りながら学校への継続的な通学

につながる支援を行う。 

 （５）職員の資質の橋上について 

① 外部研修・内部研修においては，受講後の報告をしっかり行い職員に周知していく。ま

た，事業所内で必要な勉強会や研修を組み立て，職員の支援力を高められるようにして   

いく。 

② 研修受講後には，研修報告会を行い，今後事業所でどのように活かせるかを見つけ取り

組んでいくシステムを構築する。 

③ すべての研修にはしっかり目的意識を持ち，受講後には定期的にその後どう取り組めて

いるかなどを役職者等と確認をしていく。また，他職員への報告後，事業所の変化等まで

客観的に見る力をつけられるようにする。 

（６） 個別支援計画の説明や同意の場や，支援会議には，利用児も参加をしてもらい本人の意 

向を把握するとともに，本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める。 

 

取り組み事項に対する評価 

①子どもたちの意見を聞きながら活動予定を作成し，楽しみながらの活動を通じて５領域

を意識した取り組みを行った。また，定期的な課内会議を開催し，意見や方向性を確認

することで統一した支援を実施することができた。 

②進路指導の先生（牧特支）へ個別支援計画や自立サポートの計画書を渡し，意見交換を

することができた。家族支援については，送迎時保護者の話を伺ったり，相談が必要な

際には，別途時間を確保するなど柔軟に対応した。 

③家庭相談は，自ら話をしてくださる家庭に偏っている傾向があるため，より幅広く支援

を行うために，積極的なアプローチをしていきたい。また，きょうだい児支援として，

映画鑑賞の機会を提供し，交流の場を設けた。 

④サーカスの観覧を通じて社会参加の機会を提供したほか，『未来アドベンチャー』と称し

て，成人のサービスの見学や活動に参加し，実習先や法人内の成人サービスの事業所と

の連携を強化した。 

⑤虐待防止・身体拘束・意思決定・人権擁護に関する研修に参加し，事業所内での強度行

動障害等の勉強会等を開催した。また，外部研修に参加した職員は伝達研修を実施し，

目的意識を持って研修に参加する職員とそうでない職員がいたが，都度対話を重ねるこ

とで意識向上を図った。 

⑥子どもの意見を尊重しつつ，保護者の要望も取り入れながら個別支援計画の作成に取り

組んだが，保護者の時間が確保できず，十分な説明ができなかったケースもあり，今後

改善策を検討していく。 

 

３ 年間計画実施状況 

 児童発達支援 放課後等デイサービス 

4 月 ・保護者説明会 ・交通安全教室・保護者懇談会 

5 月 ・芋植え体験 ・こどもの日 ・芋植え体験・放デイ交流会・満天交流会 

６月 ・避難訓練・ぺんぎん交流会 ・防災地震訓練 

７月 ・水あそび・地域交流 ・七夕会・水あそび・地域交流 

８月 ・買い物体験  ・デイキャンプ・水あそび・工場見学 

・乗り物体験・就労生活介護体験・夏祭り 

９月 ・がんばろう会・ぺんぎん交流会 ・地域交流・避難火災訓練・満天交流会 
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・たたえ合同敬老会・親子遠足 

１０月 ・ハロウィン体験・芋ほり体験 ・芋ほり・体験学習・ハロウィン 

・満天交流会 

11 月 ・避難訓練（消防署見学） ・マナー体験 

12 月 ・クリスマス会 ・クリスマス会・餅つき 

1 月 ・初詣・お正月体験 ・初詣・満天交流会 

２月 ・節分 ・節分・買い物体験 

３月 ・お花見外出・ひな祭り ・ひな祭り・進級式 

その他 定例行事（主な定例活動） 

・誕生会・外出活動～運動 

・散策活動・身体測定 

・定例課内会議・外部研修 

定例行事（主な定例活動） 

・誕生会・外出活動～運動・音楽療法 

・買い物学習・調理体験・散策活動 

・探求探索・感覚あそび  

・課内会議・外部研修 
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Ⅸ 共生型地域自立支援センター たたえ  

１．推進目標 

（１）利用者の重度化・高齢化など多様化するニーズに対応した支援と環境を提供する。 

（２）利用者や家族の「思い」や「困り感」に寄り添った支援が提供できる。 

（３）職員一人一人が対人支援の専門職として「スキルの向上」に努め，併せて「おもいやりの  

心」を持ち，気持ちの良い支援を体現できる。 

（４）地域・相談支援事業所・行政等へ情報発信し関係の構築を努め，地域課題や社会情勢 

   に対応した事業所を目指す。 

 

【実績】 

①生活介護  

・月利用者数は平均 397 名，利用率は８９％   

（昨年度と変わりなし。） 

・令和 6 年度の報酬改定に伴い，新たに人員  

配置加算や利用時間を延長して受け入れを 

行った。結果，収入が９％上昇した。 

・6 月中旬から 7 月上旬にかけて，コロナウイルスが発生し，お休み等で利用率が低下してい 

る。 

 

②通所介護 

・月利用者数は平均 116 名，利用率は 30％   

（昨年よりも３％減少，全体的に低い） 

・地域より医療的ケア（ALS）を必要とする  

利用者の受入れを行った。（7 月利用終了）そ 

のため，ほとんど利用者が 2 階有料老人ホー 

ムの利用者であった。結果，入院や逝去に伴って，利用率が大きく下降してしまった。 

 

２．取り組み事項 

 【生活介護事業，地域密着型通所介護事業】 

（１）個別性の高い支援 

御利用者の状況や意向を汲み取り，それに基づいた適切な支援計画を策定していく。本人   

の意向を尊重し，個別のニーズに合わせた刺激と楽しさを取り入れて，利用者の生活の質を向 

上させる 

 （２）充実した日中活動 

     四季折々のイベントや活動を企画し，季節感を感じられるワクワクした活動が提供でき 

る。また活動を提供する中で，一人一人の個性や状況に応じて，何かしらの役割や参加が 

できるようなものを計画する。御利用者が自分らしさを発揮し達成感や充実感を得られる 

ようにする。 

 （３）空間や環境の整備 

     高齢化や障害特性に対応した空間や環境を整備し，生活の質を向上させ，安全で快適な 

居住環境を提供する 

 （４）社会参加の機会の提供 

     家族交流や地域イベントへの参加，コミュニティ施設の活用，外部ボランティアの受入 
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    れなどを行う。社会とのつながりを感じながら，豊かな社会参加の機会を設ける。 

 （５）SNS を活用した発信 

     SNS 等を活用して日常の様子や取り組みを発信し，地域への認知，障害福祉の理解や 

啓発へつなげる。 

推進事項・取り組み事項に対する評価 

（１） 個別支援計画の作成・更新，支援会議の実施，情報共有は計画通りに進んでいる。利

用者ごとのニーズを可視化する「要約シート」の作成は，個別支援の質向上に貢献し

ていると考えられる。終末期の利用者や見通しを持つことが困難な利用者への個別的

な支援が実施され，利用者の QOL 向上に繋がっている。基礎研修の実施や強度行動

障害支援シートの担当振り分けを行った。今後は，強度行動障害など支援シートをよ

り充実化させ，専門性の高い支援に結び付けていく。 

（２） 季節感を取り入れた創作活動や毎月の誕生会実施などを，利用者が楽しめる企画が令

和 6 年度より提供が始まっている。また，これまで通り利用者が創作活動に役割を持

って参加できる工夫も見られた。地域の行事への参加や地域ボランティアの活用など，

地域との繋がりを持つ試みも積極的に行われた。一方で，土曜日の利用率が低く，高

齢者や強度行動障害者への活動提供の確立が課題であった。これらの利用者層に合わ

せた活動内容の検討が必要である。 

（３） 全体的に室内の設備，老朽化が目立ち修復修繕が重なった。浴室の修繕，エコキュ

ート機やエアコンの入れ替え，特殊浴槽の修理など，必要な修繕や設備の更新は実施

されている。消防設備点検の結果を踏まえ，非常通報装置の連動工事を行った。また

法定で定められているエレベーターのバッテリー工事も完了している。またパーティ

ションも職員が工夫し手作りで作成をしてくれた。しかし，本来計画されていた「ベ

ッド回りカーテン，窓周辺の外気対策」が依然として実施できていない 

（４） 特別支援学校の実習生の受け入れや，地域小学校の金管バンドの来所，地域イベント

への参加，ラジオ出演など，多様な社会参加の機会が提供された。また家族交流を目

的としたコミュニティーフォーラムの開催や，利用者・家族への満足度アンケートの

実施など，関係者との連携も図られている。 

（５） イベントや日常の様子が定期的に発信できた。地域への情報発信や認知度向上に貢献

している。有料老人ホームの入居案内を開始するなど，SNS の活用範囲を広げている。

虐待防止やハラスメント研修といった事業所内の取り組みも発信し始めており，透明

性の向上に繋がることが期待。「他者からのインスタを観ています」という声も聞かれ

た。 

 

  【有料老人ホーム】 

   （１）入居者の振り返り 

     入居者の歩んできた歴史や家族との関りを大切にし，故郷訪問など個人の振り返りが 

     出来る時間を提供する。 

   （２）家庭的な空間 

     入居者の「家」をとしてより家庭的な空間を目指す。お部屋は飾りつけや季節感を工夫 

     し，その人らしさを現わす。食事は，ホールで調理することで香りや視覚から食欲が湧 

     くような環境を提供する。 

   （３）連携とコミュニケーションの強化 

     来訪者や外部関係機関（訪問診療，訪問リハビリ，訪問ヘルパー）は，同じ利用者を支 

     えるチームのメンバーとして捉え，コミュニケーション，情報共有を密にする。 
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推進事項・取り組み事項に対する評価 

「入居者の振り返り」は未実施であった。利用者，家族も高齢化となり遠方への外出が難し

かった。テレビ電話など別の方法で実施を検討が必要である。「家庭的な空間づくり」につい

ては，ホールでの調理や買い物など，より家庭的な空間を提供できた。 

特に，終末期の見送りにおいては「終の棲家」としての役割が果たされた点は評価できる。 

ただし，季節感や居室の工夫など全体的な環境づくりには取り組みの偏りが見られ，今後の

改善が求められる。「連携とコミュニケーションの強化」では，チーム支援は進んだが，外部

機関との連携において情報共有の温度差が見られた。引き続き，共通理解を深める仕組みづく

りが必要である。 

 

  【人材育成】 

   （１）チームとしての対人支援と報連相 

     チームとして対人支援を行うためにこまめな報連相を密に行う。またフレッシュ・ミド 

     ルの階層間や生活支援員・看護職員の職種間でも，それぞれの役割を務めながらも 

     それぞれの専門性やスキルを連携させて支援が行えるようにする。 

   （２）求める人材像の確立とスキル向上 

     個人単位では，まず「求める人材像」を基本とする。併せて専門職として障害特性や 

     高齢化・重度化の対応に必要なスキル（知識，技術）を他事業所見学や OJT の機会を 

     得て，スキルアップにつなげる。 

   （３）多様性への対応: 

     チームは異なる国や文化，ジェンダー，年齢，価値観をもった集合体であり，多様性を 

     理解する柔軟な思考，姿勢を持ち，ダイバーシティに富んだ環境で対人支援を提供でき 

     る 

   （４）観察力とポジティブな視点の育成 

     支援をする中で，表情やリアクション，様子を観察し小さな「変化」や「発見」が出来 

     る考察力を持つ。また利用者支援の中に「楽しさ」「おもしろさ」を忘れず，課題もリフ 

     レーミング出来る視点を持つ。 

取り組み事項に対する評価 

（１）３名の新しい職員に対してプリセプター制度を導入し，育成を行った。フロアリーダー

制の導入や，ミドル職員による動静の作成が継続的に実施された。また，コロナクラス

ター発生時も，職種や階層を問わず協力して対応し，感染症研修やマニュアル更新が

実施された。強度行動障害支援シート担当振り分けを行い，OJT を行った。緊急時対

応のロールプレイ研修も計画し実施した。 

（２）明るくポジティブな思考がチーム内で浸透し，方針決定において協力的な風土が築か

れている。高齢者や重度対応のスキルには課題が残り，施設見学を通じて自事業所と

の比較が行われたが，個々の価値観や理解の違いが影響している。喀痰吸引の研修も

進められており，指導者講習を受けた職員が実地研修を行っている。 

（３）海外からのスタッフ 2 名が加わり，初期の戸惑いを乗り越え，受容的な姿勢を持

つ職員によって良い変化が見られるようになった。職員間の価値観や理解度の違い

を柔軟かつ建設的に対応するために，基本ルールや手順の再確認が行われ，フロア

リーダーマニュアルが更新された。今後もダイバーシティへの理解を深めていきた

い。 

（４）誕生会などの職員主体のイベントが開催され，職場の雰囲気を明るくし，利用者を楽し
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ませることに貢献した。終末期を迎える利用者に対しては，家庭的な雰囲気で支援が

行われ，ポジティブな視点で課題をリフレーミングする風土が形成されている。利用

者の問題行動に注目するだけでなく，支援方法の改善を話し合う姿勢が根付いてきて

いる。 

 

３ 年間計画（行事・研修等）実施状況 

上記表以外にも  ※ 毎月第三水曜日に誕生会実施 

 

 

 

 

 行 事  

4 月 お花見会  

5 月 1 日遠足  

6 月 クッキングパーティー  

7 月 七夕会（そうめん流し）  

8 月 夏祭り・くじら交流会  

9 月 敬老会・バーベキュー大会  

10 月 たたえ運動会・果物狩り体験  

11 月 デイキャンプ  

12 月 クリスマス会・餅つき大会（忘年会）  

1 月 新年会・晴町カフェランチ  

2 月 節分・クッキングパーティー  

3 月 お花見会  
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Ⅹ 生活支援センター さちかぜ （相談支援事業） 

１ 推進目標 

（１） 障害特性や家族環境に合わせて関係機関と連携を図り，様々なネットワークを構築し利用

者様の思いにより添え，解決できるよう努める。複数の職員で関わる体制を作り，営業時間

外でも臨機応変に関われ，緊急時には地域生活支援拠点の機能として支えられるように努め

る。  

（２） 就学相談の件数，新たな保育園が増えている状況を踏まえ，子どもの困りごとに関して通

いなれた園や学校で支援できる環境が整えられるように，専門職を派遣して支援力が付くよ

うに努める。  

（３）各種会議や研修に参加し，様々な情報や専門知識を付ける事で，意思決定支援，多職種連

携によるチームサポート力の向上に努める。定期的な課内会議，いつでも聞ける環境を作り，

多角的な視点から支援方法を検討し，必要に応じてスーパービジョン等を行なうことで，様々

な事案に対応できるよう相談技術を身につける。 

 

推進目標に対する評価 

・母子家庭での母の不穏状態，家庭環境等から，こどもへの影響が懸念されたケースにつ

いて，あいか，あいぴあなどの行政機関や小児科医療機関等と連携を図り，問題の軽減，

母の情緒面安定に繋げた。成人についても，一般就労から療養休職中の支援について，

中ポツセンターとも連携を図ることにより仕事上での問題も軽減し，復職への支援が行

えた。このように，ケース状況に応じ，事業所で抱えこまずに適時適切な支援を行うこ

とができるよう連携に努めた。また，情緒が不安定な方の電話が昼夜問わず来ていたが，

緊急性が無い事を判断し営業時間内に相談をシフトして，深く話を聞きながら安定に繋

げた。 

・療育等支援事業の依頼件数については，前年度と比較すると減少しており，課題として，

療育等支援事業の広報不足が挙げられる。年間を通してさまざまな機関に広報を実施し

たところ，困っているが相談する時間（施設支援）をとれない等の意見もあった。どの

ようにこの事業で改善が見込めるかを提案出来るように理解促進に取り組んでいく。 

・鹿児島県，姶良市主催の各種委員会に委員として出席，資格取得講習に講師として参加

するなど地域への協力を行った。主任相談支援専門員がケースに同行し，助言等を行う

ことにより，事業所内で研鑽を積む環境ができている。また，相談員間での情報共有を

意識して取り組むことにより，課題にたいして，多様な視点を取り入れながら取り組め

ている。 

 

 

２ 取り組み事項 

（１） 相談支援事業・指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業について 

① 障害特性や社会情勢，家族状況などに合わせて，関係機関等との連携を行ない，多角的な

視点に基づき相談支援を行なう。定期的なモニタリングや訪問，電話相談等を行ない利

用者様の思いに寄り添えるよう努める。 

② 地域の困り事やニーズ等を自立支援協議会の各種部会等にて取り上げ協議する。基幹相

談支援センターや子ども相談支援センター等と連携を図り，様々なネットワークを構築

し，幅広いニーズに対応できるよう本人を支える地域づくりを行なう。 

③ 営業時間以外の夜間や休日においても緊急の対応が出来るよう，引き続き体制を整える。
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一人の利用者に対し複数の相談員で関わることで，緊急時を含め，状況に応じて臨機応

変に対応できるようにする。 

また，地域生活支援拠点として関係機関と情報共有しながら協働し，利用者の緊急時お

よび幅広いニーズに対応できるようにする。 

 

（２）障害児等療育支援事業について 

④ 姶良市内の教育機関や保育園・幼稚園・療育機関，児童クラブ等に広報活動を行い，障害

児等療育支援事業の周知を図る。令和 5 年度から開始された新たな事業利用に際する留

意点（施設一般支援について，同一施設の利用は連続最大 3 年間，1 年間で利用 5 回ま

で）等を含めて，事業説明を丁寧に行い，支援の効果を施設と一緒に確認，把握しながら

地域療育の質の向上に努める。 

⑤ 障害児等療育支援事業連絡会やコーディネーター会，自立支援協議会，姶良市発達支援

ネットワーク会議等で地域の療育現状や課題等を抽出し，協議を行う。また，地域の他既

存資源とも情報共有連携を行ない，事業の活用促進を図る。 

 

（３）職員の資質向上について 

⑥ 地域の教育保育機関や福祉サービス機関，行政等と連携し，各機関の役割を意識して様々

な視点から支援を行なう。研修や各種会議等に参加し，自己研鑽を図り，多職種連携にお

けるコーディネート力を高める。 

⑦ 定期的に課内会議を行ない，各相談員が対応しているケースについて情報を共有，協議

し，多角的な視点から支援方法を検討する。必要に応じてスーパービジョン等を行なう

ことで，様々な事案に対応できるよう相談技術を身につける。 

 

取り組み事項に対する評価 

2－（1）－①について， 

・関係機関との連携について，モニタリングを通して日頃から顔を合わせる機会を細やか

に設けることにより，緊急時の円滑な連携対応に繋げることができた。課題として，複

雑化，混迷化する状況に陥った際に，状況に応じた関係機関の選定の難しさがある。 

2－（１）―②については， 

・県の療育等支援事業，市の自立支援協議会，教育支援会議等を通じて地域の困り事やニ

ーズ等を自立支援協議会の各種部会等にて取り上げ協議することができた。課題として

は，個人の課題を地域の困りごととして協議会まであげるというところまで，相談支援

専門員としての個々の資質を高める必要性を感じた。 

2－（1）－③については， 

・一人の利用者に対し複数の相談員で関わることで，緊急時を含め，状況に応じて臨機応

変に対応できるようにする点について，新規の相談内容については原則 2 名体制で対

応するとともに，不穏状態による相談者については，事前に情報を共有することにより，

どの相談員でも随時対応できる体制ができることにより，不安軽減に繋がり，状況を鎮

静化することができた。課題としては，全員が揃って協議する時間が取れないので事前

の情報共有の行い方の課題が挙げられる。  

2－（2）－④について， 

・広報について，市教委に障害児等療育支援事業案内姶良市教育委員会へ依頼するととも

に，新規開設の園へ，事業案内を郵送。初めての利用園においては，改めて事業目的等

を説明し，有効な事業利用になるよう努めている。課題として，県療育等支援事業を利
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用する際に，同一園による事業利用の連続利用 3 年の縛りのルールがあるが，再度利

用したいという要望が挙がっているため，改めて事業説明を行ない，依頼内容を確認し，

継続支援が必要であるのかどうか等，コーディネーターとして検討し調整する必要があ

る。 

2－（2）－⑤について， 

・毎月実施される連絡会およびコーディネーター会に参加する際に，姶良市内の障害児等

への支援に関する地域の現状及び課題，姶良市独自の取り組みなどを共有している。課

題として，姶良市における小学校の不登校児のケースについて，ご家庭と学校とで意思

疎通がうまくいってないケースに入れないか依頼があるなど，ニーズが多様化するなか

で，教育について，より高度な知識や経験を持った専門職が，必要なケースも出てくる

ため，コーディネーター会や連絡会と情報共有をしていく。 

2－（3）－⑥について， 

・KGSN 研修会，各種研修会等参加しているとともに，職場内においても，令和６年度

の報酬改定等，随時，課内会議等で勉強会をしている。課題としては，法人内における

研修への参加が出来ていないところもある為，意識して参加していく。 

2－（3）－⑦について， 

・定期的な課内会議については前年度と比較しても各相談員が意識を高く持ち取組んだ

ものの，月によって実施にばらつきが見られた。また，主任相談支援専門員による相談

員への助言等について実施し，法人職員として，且つ相談支援専門員としての多様な気

づきを得ることに繋がった。課題としては，課内会議は事前に日程を決めていないこと

もあり，全員が参加出来なかったり途中参加になり話の内容が中途半端でしっかりと共

有出来ていない現状が見られている。 

 

3 年間計画実施状況 

 障害児等療育支援事業  

 4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 
合計 

在宅支援訪問 

療育指導事業 
３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ 36 

在宅支援外来 

療育指導事業 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ０ 

施設支援一般 

指導事業 
２ ３ ３ ２ ３ ４ ２ ３ ２ ３ ２ １ 30 

合計 5 6 6 ５ 6 7 ５ 6 ５ 6 5 ４ 66 

 

会議・研修等実施状況 

月 会議等 研修等 

4 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

〇姶良市発達支援ネットワーク会議 

○障害児等療育支援事業コーディネーター会 

 

5 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市子ども部会 

○かごしまおもいやりネットワーク事業総会 

○KGSN 総会・第 1 回全体研修会 
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○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○医療的ケア児コーディネーターアドバイザ

ー会議 

○障害児等療育支援事業コーディネーター

会・連絡会 

6 ○姶良市相談支援部会 

○姶良・伊佐地域障害者就労支援ネットワー

ク会議 

○姶良市特別支援連携協議会 

〇姶良市子ども子育て会議 

○姶良市放デイ・児発連携会議 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○障害児等療育支援事業コーディネーター会 

○虹の家療育センター運営会議 

 

7 ○姶良市相談支援部会 

〇自立支援協議会全体会 

○姶良市子ども部会 

○地域ネットワーク連絡会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○障害児等療育支援事業コーディネーター

会・連絡会 

○加治木養護学校ネットワーク交流会＆夏季公開研修会 

○姶良市サマースクールボランティア 

○障害者雇用セミナー 

○鹿児島県重症難病医療ネットワーク研修会 

 

8 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市発達支援ネットワーク会議 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○医療的ケア児コーディネーターアドバイザ

ー会議 

○障害児等療育支援事業コーディネーター会 

○ドラムサークル IN 姶良 

○姶良市サマースクールボランティア・星空の映画会 

○KGSN 第 1 回姶良・伊佐圏域研修会 

○人権擁護研修会 

○姶良市地域自立支援協議会こども部会第 1 回研修会 

○社会福祉施設長等運営管理職員研修 

○加治木ビューティフル作戦㏌はぎはら 

 

9 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市子ども部会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○障害児等療育支援事業コーディネーター

会・連絡会 

○サービス管理責任者更新研修 

○児童発達支援管理責任者更新研修 

10 ○姶良市相談支援部会 

〇姶良市子ども子育て会議 

〇姶良市地域福祉活動計画分科会 

○医療的ケア児コーディネーターアドバイザ

ー会議 

○障害児等療育支援事業コーディネーター会 

○障害福祉サービス事業者等集団指導 

○医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

○サービス管理責任者更新研修 

11 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市子ども部会 

○姶良・伊佐地域障害者就労支援ネットワー

ク会議 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○障害者就労セミナー 

○小児慢性特定疾病児支援研修会 

○サービス管理責任者更新研修 



- 38 - 

 

○障害児等療育支援事業コーディネーター

会・連絡会 

12 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市保育所等訪問支援連絡会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○医療的ケア児コーディネーターアドバイザ

ー会議 

○鹿児島県社会福祉法人経営者大会 

○施設長等研修会 

○障害児等療育支援事業コーディネーター会 

○発達障害地域支援専門員フォローアップ研修 

○強度行動障害（実践） 

○サービス管理責任者更新研修 

○相談支援従事者現任研修 

 

1 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市子ども部会 

〇自立支援協議会全体会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○医療的ケア児コーディネーターアドバイザ

ー会議 

○障害児等療育支援事業コーディネーター

会・連絡会 

○ウィンタースクール 

○姶良市障害者虐待防止・権利擁護研修会 

○相談支援従事者現任研修 

 

2 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市特別支援連携協議会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

〇姶良市子ども子育て会議 

〇姶良市発達支援ネットワーク会議 

○障害児等療育支援事業コーディネーター会 

○虹の家運営会議 

○姶良市子ども部会第 2 回交流会・研修会 

○相談支援従事者現任研修 

 

3 ○姶良市相談支援部会 

○姶良市子ども部会 

○姶良市地域福祉活動計画分科会 

○障害児等療育支援事業コーディネーター

会・連絡会 

○姶良・伊佐圏域地域リハビリテーション研修会 
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Ⅺ コミュニティケア ぺんぎん （重心多機能型発達支援事業） 

１ 推進目標 

（１） 「こどもへの思いは 空よりも高く 海よりも深く ～できないと決めるのではなく，   

どうしたらできるか考える～ をスローガンに，5 領域をすべて含めた総合的な支援を  

提供する。 

（２） 利用児，家族の要望，困りに寄り添い，将来を見据え成長，維持できるように，子ども  

のその日の状況に合わせた発達支援，看護，ハビリ等のチーム支援を行い，こどもの発   

達をサポートしていく。また，保護者が安心して子育ての相談支援を受けられる環境を  

作りきょうだい児支援家族支援に努める。 

（３） 医療機関や福祉との連携強化を図り，医療的ケアや発達支援の質の向上と，居宅訪問型 

児童発達支援の利用児の獲得を図る。 

（４） 外部研修，内部研修，研修内容のアウトプットを通して職員の質を強化する。他事業所 

とも定期的な職員の意見交換会を開催し支援の質とサービスの質の向上を図る。 

 

推進目標に対する評価 

①こどものやりたい気持ちを形にできるように，アセスメント情報や保護者の意向をもと

に，専門職がチームとなり，5 領域を含めた支援を行った。 

②相談事には速やかに専門職が対応し，ご家庭の困りごとに寄り添うことで，ご家族の不

安を軽減し，レスパイト支援の充実を図った。 

③医療機関と密に連携し，こどもの健康面に関するサポートを充実させた。また，利用児

の獲得を目的に，訪問看護ステーションなどへの働きかけを行った。 

④研修を通して職員全員が重度のこどもの介助やケアに対応できるよう，学んだ内容を実

践に活かす取り組みを行った。また，こども達が安心して過ごせるよう，緊急時のシミ

ュレーションを実施した。 

 

２ 取り組み事項 

（１） 支援方針について 

① こどもファーストを心がけ，こどもがチャレンジしたいことや家族の意向，不安に向き合

い専門職がチームで支援していく。こどもの意思決定の評価を関係機関と共有し 5 領域を

総合的に支援していくことでより包括的に発達をサポートしていく。子どもや家族が行き

たい所や，挑戦してみたい事などを取り入れて活動を通し，身体機能の維持や成功体験の

積み上げから自己肯定感を高め将来を見据えた療育を行う。 

② 療育（保育士・児童指導員），看護（看護師・保健師），ハビリ（ＰＴ等）で一堂に会する

支援会議を定期的に開き，利用児の意思決定のもとそれぞれの意見や方向性を共有する事

でチーム全体が同じ方を向き，成長発達を促していく。また，すべての職員が個別支援計

画を活かした支援を行い，日々の療育の評価ができるようになる。 

③ 具体的なアセスメントシートを専門職で改善を図り支援につなげる。 

（２）家庭連携について 

① こども自身や保護者が内在的に持つ力を発揮できるように，困り等の相談には，事業所内

や家庭訪問等で相談支援を行っていく。 

② きょうだい児支援では，家族の相談や家庭でのきょうだいとしての思いなどを話せる機会

の提供を行い，自分だけではない事を知ってもらえるような取り組みとしていく。   

また，関係機関と情報を共有しきょうだいがヤングケアラーとなっていないか確認する。 




